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１．公共工事における新技術活用促進の取組み
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豊かな国民生活の実現と安全の確保

環境の保全と良好な環境の創出

自立的で個性豊かな地域社会の形成

新技術・新工法活用のねらい

新技術・新工法の活用は、諸課題の解決や民間分野での新技術開発に向け
た取り組みの促進を促し、その結果豊かな国民生活の実現等に資することを
目的としています。

◆公共工事の諸課題解決
（コスト縮減、品質・安全の確保、環境の保全など）
◆技術力に優れた企業が伸びる環境づくり
◆民間分野での新技術開発に向けた取り組み促進
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新技術活用システムは、民間事業者等により開発された有用な新技術を
公共工事等において積極的に活用していくためのシステムです。

新技術活用システムとは、新技術情報提供システム（NETIS）を中核とする新技術情報の収集と共有
化、直轄工事等での活用、効果の検証・評価、更なる改良と技術開発という一連の流れを体系化した
ものです。

新技術活用システム

NETIS

開発・改良
【開発者】

試行・活用
【発注者】
【施工者】

客観的評価
【評価会議】

登録

情報
提供

評価の
公表

【評価会議】
・活用結果（評価）
の公表
・改善点の通知

【発注者・施工者】
・新技術の活用による効果確認
・活用効果調査・試行調査の実施

【開発者】
技術の改善等により
有用な新技術の開発

新技術の活用よる
・コスト縮減
・工期短縮
・品質向上 等のメリット

施工現場からの活用
効果調査表に基づき
新技術の評価を実施

新技術に関する
・課題、改良点の把握
・ニーズの把握

施工者

・コスト縮減や施工の効率化等
・総合評価方式の加点対象
・工事成績評定の加点対象

発注者

開発者

メリット

・コスト縮減や環境の保全等

・公共工事の品質確保

・良質な社会資本の整備

・開発技術の活用・評価
・有用技術の名称付与
・技術開発のスパイラルアップ
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新技術活用促進の取組の流れ

（１）新技術の活用促進ため直轄工事において新技術活用を原則義務化
（２）直轄土木工事（港湾空港関係除く）を対象

（１）「テーマ設定型（技術公募）」の新設

（２）関係研究機関又は第三者機関等に加え、新たに地方公共団体等外部機関の活用に
よる有用な技術の現場導入促進

（３）適正な従来技術の設定、既NETIS登録技術（類似技術）との比較による登録申請時の
技術特性の明確化

（４）活用効果調査表を、点数だけでなく定性的（コメント重視）評価が可能な調査表へ改訂

令和2年度

平成26年度

運用開始

技術特性を明確化
するための改正

（１）事後評価の実施・徹底及びＮＥＴＩＳの再構築
（２）新技術活用の体系化
（大規模工法を試行・評価し、活用する仕組みも位置づけ）

（３）新技術の試行・評価から活用までの道筋の強化

新技術の
原則義務化

平成18年度

（１）新技術を現場で活用することにより、その適用性の評価等を実施
（２） 「新技術情報システム(NETIS)」の省内運用

平成10年度

再編・強化後
本格運用開始

「公共事業における新技術活用促進システム」

（１）事後評価に必要な「活用件数」を10件から5件に緩和。
（２）掲載期限を、当面の間、５年に延期。
（３）効果発現に一定期間を要する技術等に「追跡調査」を追加。
（４）試行現場の照会先を発注者に加え施工者へも拡大。

平成22年度運用状況を
踏まえた改正

新技術の原則義務化 運用開始

本格運用

改正

技術特性の明確化
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２．新技術活用システム（ＮＥＴＩＳ）の概要
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技術開発～標準化までの流れ

公
共
事
業
で
の
活
用
【
標
準
化
】

技
術
の
ニ
ー
ズ
（
社
会
ニ
ー
ズ
・
政
策
ニ
ー
ズ
）

新技術活用は、
優れた技術の創出・標準化を目指しています！ 7



新技術の原則義務化について
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前述の「新技術」について、発注者が設計図書により個別指定して工事発注を行い、新技術を活用するもの
（新技術導入促進（Ⅱ）型として発注する場合を含む）

①発注者指定型

受注者から契約前後に使用したい新技術の提案があった場合（受注者が新技術を原則１つ以上選定）
施工者からの提案に基づき、新技術を活用し、活用効果調査を行うタイプ

③施工者選定型

新技術の活用方式（義務化についての取組内容）

発注者が設計図書に対象とするテーマ及び当該テーマに対して効果が期待できる複数の新技術を提示し、契
約締結後に受注者が提示された新技術から活用する新技術を選択するもの
また、テーマに対して効果が期待できる新技術は、発注者が提示した新技術以外であっても、監督職員と協
議のうえ活用可能

②発注者指定型（選択肢提示型）

新技術活用の原則義務化で対象とする新技術は以下のとおり

１）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術
２）テーマ設定型（技術公募）で作成された技術比較表に掲載されている技術
３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
４）新技術のニーズ・シーズのマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

9



テーマ設定型（技術公募）について

直轄工事等における現場ニーズ・行政ニーズ等に基づき
技術テーマを設定し、民間等から技術の公募を行い、同
一条件下の現場実証等を経て、個々の技術の特徴を明確
にした資料（技術比較表）を作成し、新技術の活用を促
進する取り組みを行っている。

No. 技術テーマ
掲載
技術数

1 上塗り塗装施工したままで可能な溶接部の亀裂・劣化調査技術 3

2 鉄筋コンクリート並びにプレストレストコンクリートのかぶり部における塩化物イオン含有量の非破壊、微破壊調査が可能な技術 4

3 目視困難な水中部にある鋼構造物の腐食や損傷等を非破壊で検査可能な技術 1

4 コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術 6

5 土木鋼構造用塗膜剥離剤技術 10

6 遠隔操縦における作業効率向上に資する技術（無線通信技術、映像処理技術） 5

7 コンクリートのひび割れについて遠方より検出が可能な技術 29

8 表面に凹凸がある護岸背面の空洞化を調査する技術 1

9 河川管理施設周辺の空洞化を測定する技術 2

10 新素材繊維接着工（コンクリート剥落対策技術） 25

11 路面性状を簡易に把握可能な技術 16

12 ＰＣ橋に用いる被覆ＰＣ鋼線技術 4

13 道路附属物の支柱路面境界部以下の変状を非破壊で検出できる技術 6

14 自動識別が可能なカメラ撮影・解析技術（夏冬タイヤ判別等） 1

15 道路附属物の基礎を簡易に設置する工法 7

16 UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術① 4

17 建設機械の騒音低減に資する技術 5

18 道路トンネル点検記録の作成支援ロボット技術 5

19 施工性の良好なコンクリート含浸材技術(塩害対策) 11

20 施工性の良好なコンクリート含浸材技術(中性化対策) 13

21 河川堤防において、除草後の徒歩点検に変えて不具合箇所（モグラ穴等）を計測できる技術 1

22 ライティング技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術 2

23 AR（拡張現実）技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術 1

24 先端技術等による自然エネルギー、ローカルエネルギーを活用した融雪技術 4

25 簡易に鋼材、鉄筋等の腐食状況を把握できる技術 3

26 耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術 5

27 建設機械の安全装置に関する技術（ローラ） 5

28 建設発生土（河川浚渫・掘削土等）を活用した盛土材料（通常堤防・高規格堤防）としての改良技術、無害化技術（不溶化） 23

29 軟弱地盤上の堤防整備における周辺地盤に影響を与えない圧密・排水促進の技術（地盤改良を含む） 11

30 水中点検ロボットを使用したコンクリートダム堤体の水中点検技術 4

31 道路橋の塩害モニタリング技術 4

32 コンクリート舗装工事の効率化に貢献する技術 3

33 道路における雑草抑制技術 35

34 道路に設置する透光性遮音板の技術 8

35 トンネル覆工の防水技術 4

36 道路橋点検記録作成支援ロボット技術 12

37 道路トンネル非常用施設「自動通報施設」 2

38 道路橋の耐震性向上に資する制震ダンパー技術 13

39 UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術② 3

40 建設機械の安全装置に関する技術（ドラグショベル） 12

41 路面下空洞調査技術 11

42 露出した鉄筋等に対する除錆・防錆技術 6

43 堤防被災時の緊急復旧堤防の効率化、省力化を目的とした法面補強技術 25

44 橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術 5

45 無電柱化における管路部等の低コスト化に資する技術 6

テーマ設定型（技術公募）一覧表

テーマ設定型（技術公募）の仕組み
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発注者指定型（選択肢提示型）について

第○条 新技術活用の促進「発注者指定型（選択肢提示型）」
１．本工事は、発注者が提示するテーマに即した複数の新技術のうち、受注者が1技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事
である。
受注者は、契約締結後、下表に示すテーマに即した新技術のうち１技術を選択し、活用する技術について監督職員と協議の上、施
工計画書を作成し監督職員に提出するものとする。なお、活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出す
るものとし、新技術活用計画書は、「新技術情報提供システム（NETIS）」より作成し、監督職員に提出するものとする。また、下表に
示す技術以外の新技術の活用を制限するものではないことから、同等以上の
性能・品質や効果を有する新技術を活用しても差し支えない。

発注者指定型による活用促進が進まないのは、発注者が設計段階において個別の新
技術を選定できないことがおおきな要因
そのため、発注段階ではテーマに基づく複数の新技術を選択肢として提示し、契約後
に受注者が選択肢から個別技術を選定する発注者指定型（選択肢提示型）を設定
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施工者選定型
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試 行
申請型

フィールド
提供型

発注者
指定型

施工者
選定型

活用効果
調査表

試 行
調査表

活用効果
調査表

活用効果評価

優位性

特有性 現場
適用性

技術の
成立性

優位性活用効果
調査表

申請情報

5件以上蓄積

調査結果vs申請情報

申請情報の妥当性確認

現場で活用活用方式 事後評価

有
用
な
新
技
術
と
し
て
評
価

1回目の事後評価

※2回目以降：10件以上

事後評価の流れ

テーマ
設定型

技術の
比較資料
作成

活用効果
調査

活用効果評価

試行実証評価
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活 用

新技術活用システム事後評価（継続調査の有無）

◆事後評価（継続調査の判定）

活用効果
調査表

活用効果
調査表

１回目：5件以上
2回目以降：
１０件以上

事
後
評
価

評価継続
技術

以後、
評価不要
技術

優位性等
総合的な
評価確定

耐久性等の
確認追跡調
査が必要

活用効果
調査表

必ず

事
後
評
価

活用効果
調査表

以降、
活用実施報告書、
活用効果調査表不要
活用計画書の提出は必要

各工事で作成

集計

※再評価の対象技術を選定（新技術活用評価会議）

調査内容
従来技術を変
更し事後調査

評価結果が
ばらついてい

る

新技術登録番号の末尾が－ＶＥと
なった技術

新技術登録番号の末尾が－ＶＲと
なった技術
＊活用効果調査表が技術毎に設定
される

※継続調査等の対象としない技術

※継続調査等の対象となった技術
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事後評価の結果 （ＮＥＴＩＳ掲載情報）

活用効果調査表

施工者用

発注者用

現場で活用 事後評価

評価会議

事後評価後【登録番号】
【H25年度まで】
ZZ-999999-V
【H26年度以降】
ZZ-999999-VＥ
ZZ-999999-VR

未評価技術【登録番号】
ZZ-999999-A

再評価技術【登録番号】
ZZ-999999-V・（VR）

NETISに公開
【参考】

活用効果評価結果

活用効果評価結果（案）

平成２６年度 中国地方整備局 ／ 新技術活用評価会議

N
E
IT
S

情
報

開発目標 省力化、安全性の向上、作業環境の向上

新技術登録番号 HR-040006-A 区分 製品
有用な技術の位置づ

け
別途評価会議で位置づけ

る

分類 道路維持修繕工 － 路面補修工 － その他

新技術名
ファインテープ

(舗装の施工継目等の防水テープ)

比較する従来技術（従来工
法）

シールコート

新技術の概要及び特徴
ファインテープは、加熱することなく舗装面に接着でき、付着性に優れたゴム素材をテープ状に成型したもので施工継目に圧着するだけで舗装面
と密着し防水効果を発揮する安全で経済的な防水テープである。

活用効果評
価

所見

〔経済性〕
・本技術の経済性については、従来技術のコストに対して、ほぼ同等である。
〔工程〕
・材料を加熱溶融する必要がなく、貼付け作業のみのため、工程の短縮が図られている。
〔品質〕
・低温での亀裂や剥離が生じにくく、高温でもダレにくいことで、舗装面に密着し雨水の浸透を防止できるため、品質の向上が図られている。
〔安全性〕
・火気を使用しないため、火災、火傷が発生しない。
〔施工性〕
・注入材の溶融工程がなく、施工が容易である。
〔環境〕
・シール材溶融による発煙がなく、材料がリサイクル製品である。

次回以降の評価に対
する視点と評価の必
要性

・本項目は、別途評価会議で審議する。

項目の平均（点）と従来技術（従来工法）（点）の
比較

留意事項 ・特になし

活用効果調査表にお
ける改良点及び要望

・特になし

活用効果調
査結果

対象工事

1 共同溝工事 従来技術：シールコート(アスファルト系注入) 施工者希望型

2 路面維持工事 従来技術：シール材注入 施工者希望型

3 舗装修繕工事 従来技術：アスファルト系注入材を加熱して行うシールコート 施工者希望型(契約前提案)

4 路面補修工事 従来技術：アスファルト系注入材を加熱して行うシールコート 施工者希望型(契約後提案)

5 舗装修繕他工事 従来技術：シールコート 施工者希望型(契約前提案)

6 路面補修工事 従来技術：アスファルト系注入材を加熱して行うシールコート。 施工者希望型(契約後提案)

1 2 3 4 5 6
項目の
平均(点）

従来技術(従
来工法)（点）

H19 H21 H22 H24 H24 H25

施
工
時
評
価

経済性 C C C C B C C C

工程 B C B B C A B C

品質・
出来形

B A B B A C B C

安全性 C C C B C B C C

施工性 B B C B C C C C

環境 B B B B C C C C

その他

総合評価点 B C C B B C C C

今後、当該技術を活用出来る工
事に活用したいか

今後も是非活用したい 活用を検討したい
場合によっては活用することもあ

る
技術の改良を強く望む 各項目における判定

－ － － －

A
従来技術より極めて優れ
る

B 従来技術より優れる

C 従来技術と同等

D 従来技術より劣る

追跡調査の必要性 本項目は、別途評価会議で審議する。

追跡調査 －
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ＮＥＴＩＳ掲載期間の変更

令和5年度より、NETIS掲載期間は以下のとおり変更されました。

◆ NETIS（申請情報）の掲載期間は原則１０年（従来：５年）

◆ NETIS（評価情報）の掲載期間は、

評価がVRの場合、技術登録の翌年度から原則１０年

（従来：評価時点から原則５年）

評価がVEの場合は、技術登録の翌年度から最大１０年

（従来と変わらず）
◆ 推奨・準推奨技術に選定された技術の掲載期間は、技術登録の翌
年度から１５年

※ VR評価 技術の評価において継続調査等が必要とされた技術
VE評価 技術の評価において継続調査等が不要とされた技術
推奨技術 公共工事等に関する技術の水準を一層高める画期的な新技術
準推奨技術 推奨技術と位置づけるためには更なる発展を期待する部分がある新技術

◆ 登録技術の改善が地方整備局等の評価会議で認められた場合、
起算日はリセットされる。 （NETIS登録番号を改めて付与） 16



ＮＥＴＩＳ掲載期間（令和4年度まで）

ＮＥＴＩＳ
（評価情報）

ＮＥＴＩＳ
（申請情報）

最大掲載期間１０年

＋５年

５年

事後評価を受けない
と５年で掲載終了

事後評価を受けない
と＋５年で掲載終了

2回目以降の事後評
価を行うと

掲載期間が＋５年も
しくは最大の１０年ま
で延長される。

NETIS（評価情報）
掲載期間（事後評価日の
次年度＋５年）ｽﾀｰﾄ

NETIS（申請情報）
掲載期間（５年）ｽﾀｰﾄ

事後評価
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
情
報
掲
載
終
了

 新技術新工法の掲載期間は最大で10年間掲載できます。
 申請・登録年度の翌年度から5年間の掲載が始まります。この5年間の中で、5件以上の

活用効果調査表により事後評価を行うと、更に5年間、掲載が延長され、最大10年間の
掲載です。

 NETIS（申請情報）は、事後評価されないと削除されます。

継続調査等が不要と判断
された技術は10年掲載

ＮＥＴＩＳ登録日の
次年度から10年

Ａ

VR

VE

17



ＮＥＴＩＳ掲載期間（令和5年度から）

ＮＥＴＩＳ
（評価情報）

ＮＥＴＩＳ
（申請情報）

掲載期間原則１０年NETIS（申請情報）
掲載期間（１０年）ｽﾀｰﾄ

事後評価
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
情
報
掲
載
終
了

 新技術新工法の掲載期間は原則10年間です（申請情報、評価情報を問わず）。
 評価情報のうち、推奨・準推奨技術に選定された技術の掲載期間が15年間です。

ＮＥＴＩＳ登録日の
次年度から10年

Ａ

VR

VE

ＮＥＴＩＳ登録日の
次年度から15年

ＮＥＴＩＳ
（評価情報、推奨・
準推奨技術）

推奨・準推奨
技術に選定

18



有用な新技術の位置付け
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３．新技術活用効果調査表について

20



●活用効果調査表とは

活用効果調査表は、事後評価を実施するために必要な資料。

直轄工事で試行及び活用した新技術を対象として、経済性、工程、品質・出来形、
安全性、施工性、環境などの６項目について、新技術と従来技術を比較 した結果
を記入。

ＮＥＴＩＳ
（申請情報）

NETIS
（評価情報）

活用効果調査表の蓄
積事後評価の実施

以下の項目を記入

・工事概要
・経済性等の各項目
の調査結果
・活用理由

以下の項目を記入

・施工概要
・経済性等の各項目
の調査結果
・活用理由

活用効果調査表

発注者 施工者

発注者・施工者がそれぞれ必要な項目を記入
発注者と施工者は同一様式に記入

活用効果調査表の作成

●活用効果調査表作成の流れ

21

術事務所へ提出NETIS申請
情報（イントラ版）に登録



４．新技術活用による施工者のインセンティブ
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総合評価方式に
おいて評価項目とし

て加える

有用な新技術の活用等を行う提案には加算点の対象

加算点の設定 （中国地方整備局） 注：他地整により配点は違う
・発注工事毎に加算点を設定 ＋１点

工事成績に
おいて加点する

請負者側から新技術活用を提案した場合のみ加点対象とし、
発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わない

加点の対象

■事後評価が実施され「有用とされる技術」を活用した場合と同様に取り扱う

■「有用とされる技術」を活用し、活用効果が「相当程度」あった場合 ＋1.2点(3点)
■「有用とされる技術」を活用し、活用効果が「一定程度」あった場合 ＋0.8点(2点)
■「有用とされる技術」を活用し、活用効果が「同程度」であった場合 ＋0.4点(1点)
■「有用とされる技術」以外の場合は、効果が「相当程度」あった場合 +0.8点(2点)
■「有用とされる技術」以外の場合は、効果が「一定程度」あった場合 +0.4点(1点)

※（）内は主任監督員の点数

事後評価が実施されていない技術

事後評価が実施された技術

最大1.2点全体の加点
※主任監督員の加点×0.4

※「有用とされる技術」とは、推奨技術、準推奨技術、活用促進技術、（設計比較対象技術、少実績優良技術）となります。

成績評定者が、「発注者」
及び「受注者」双方の、全
ての活用効果調査表を確
認したうえで加点

新技術活用による施工者のインセンティブ
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５．その他
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■ＮＥＴＩＳ登録番号の見方

【新技術を登録した地整の頭文字を
アルファベットで示す】

ＴＨ ： 東北 ／ ＫＴ ： 関東
ＨＲ ： 北陸 ／ ＣＢ ： 中部
ＫＫ ： 近畿 ／ ＣＧ ： 中国
ＳＫ ： 四国 ／ ＱＳ ： 九州
ＨＫ ： 北海道 ／ ＴＳ ： ﾃｰﾏ選定技術
○○Ｋ： 各地整港湾空港部
ＯＮ ： 内閣府沖縄総合事務局

ＮＥＴＩＳ登録番号 ： ＣＧ－００００１３－Ｖ

【登録年度の西暦年の下２桁を示す】

《例》
１９９９（H11）年度 → ９９
２００７（H19）年度 → ０７
２０１２（H24）年度 → １２

【受付地整が登録毎に記す整理番号】

（例の場合は、２０００年度に中国地方整備局
で１３番目に登録された技術）

【情報種別を以下のアルファベットで示す】

「－Ｖ」：事後評価済み（H25年度までに評価された技術）

又は 事前審査済み技術（Valueの頭文字）
「－ＶＲ」：事後評価済み

（ValueとReの頭文字）
H26年度以降に評価された技術のうち、

継続調査が必要と判断された技術
「－ＶＥ」：事後評価済み

（ValueとEndの頭文字）
H26年度以降に評価された技術のうち、

継続調査が不要と判断された技術
「－Ａ」：事後評価未技術

（Applicationの頭文字）
「－ＶＧ」「－ＡＧ」 ※イントラ版のみ掲載

：平成23年10月以降にNETIS登録技術か
ら削除された技術《情報提供技術》
（Graduationの頭文字）

ＮＥＴＩＳ登録番号 豆知識
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新技術活用効果調査表の提出における留意点

新技術活用効果調査表の提出における留意点

（例）CG-140001-○○

① VEの符号が○○に付与された技術
新技術活用効果調査表の提出は、不要。
※新技術活用計画書の提出のみ。

② VRの符号が○○に付与された技術
新技術活用効果調査表の提出は、必要。
※新技術活用評価会議において継続して調査が必要と判断された技術。
※VR技術専用の活用効果調査表がありますので注意して下さい。

③ V、Aの符号が○○に付与された技術
新技術活用効果調査表の提出は、必要。
※既存のとおり。

26



『事後評価』「有用とされる技術」の 確認方法

「事後評価済み技
術」と「事後評価未
実施技術」の判断は
本欄を参照。
【本欄記載の日付以
降は「事後評価済み
技術」と扱う】

※「事後評価未実施技術」の場合

日付表示無し

「有用とされる技術」の判断は
本欄を参照。

★『事後評価の実施』「有用とされる技術」は適宜変わります！★『事後評価の実施』「有用とされる技術」は適宜変わります！

工事成績評定における判断基準日は、以下のとおりです。（工期末ではありません）
◆施工者選定型 → 活用計画書の提出日で判断する（H26より）

●●●●●●●●●●●

※本技術における技術の位置付等

●●●●●●●●●●●

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

技術の位置付等

事後評価未実施 事後評価実施済 事後評価実施済

H29（2017）.4.5 H29（2017）.4.20
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